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   食品安全基本法（平成１５年５月２３日法律第４８号）（抜粋） 

 

 第二章 施策の策定に係る基本的な方針 

 （情報及び意見の交換の促進） 

第１３条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策定に国民

の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する

情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の情報及び

意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 

 

 （食品の安全性の確保に関する教育、学習等） 

第１９条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に

関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国民

が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければ

ならない。 

 

 第三章 食品安全委員会 

 （所掌事務）  

第２３条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。 

二 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 

三 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保の

ため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 

四 第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施

状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告す

ること。 

五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があ

ると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。 

六 第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこ

と。 

七 第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画

し、及び実施すること。 

八 関係行政機関が行う食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交

換に関する事務の調整を行うこと。 

 

 （専門委員）  

第３６条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 


